
ミ
ミ
l

ミ
ヤ

稗
し
、
叉
は
何
れ
か
そ
の
一
を
親
し
た
も
の
で
、
元

総
の
頃
に
は
遁
放
の
附
加
刑
で
あ
っ
た
。
腕
繍
邸
付

迫
放
は
即
ち
是
で
、
耳
切
・
鼻
切
を
科
し
た
後
、
筒

そ
の
地
に
留
る
こ
と
を
許
し
た
例
は
甚
だ
稲
で
あ

る
0

・
元
線
以
後
部
付
遁
放
に
笛
る
も
の
は
、
部
に
迫

放
に
鴎
し
た
o

s
sヨ
ウ
イ
ン
徹
妙
院
加
賀
務
中
一
第
三
代
前

田
利
常
の
法
悦
。
詳
し
く
は
微
妙
院
一
時
充
乾
大
跨

士
。

ξε
ヨ
ウ
ヨ
ウ
オ
ヤ
ワ
錨
妙
公
御
夜
話
一

mm。

前
回
利
常
の
談
話
を
集
め
、
藤
岡
・
竹
岡
・
九
里
・
野

村
・
野
崎
・
脇
凹
・
稿
島
・
有
穆
な
ど
話
者
の
名
を
載
せ

て
あ
る
。
叉
興
本
御
夜
話
が
一
目
前
あ
る
。
こ
れ
は
他
の

問
領
の
諸
本
と
同
一
の
事
項
も
多
く
、
話
者
に
菊
池
・

永
原
・
吉
凶
・
不
破
・
前
回
・
長
谷
川
・
岸
村
・
山
脇
・
清

水
・
大
.
石
諸
氏
等
を
母
げ
て
ゐ
る
。
叉
別
に
徴
陽
爾

公
治
事
を
微
妙
公
御
夜
話
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
。

εミ
ヨ
ウ
コ
ウ
ゴ
ジ
キ
ゲ
ン
徳
妙
公
御
直
言

一
加
。
一
名
御
直
言
提
番
。
藤
間
安
勝
著
。
此
の
替

は
著
者
が
承
路
三
年
六
局
前
田
利
常
に
仕
へ
た
以

後
、
侯
の
小
松
城
に
在
っ
て
閥
政
を
行
う
た
始
末
及

び
直
談
等
を
記
録
し
て
、
そ
の
老
後
亭
保
五
年
前
回

育
徳
に
呈
し
た
も
の
で
あ
る
。

s
sヨ
ウ
コ
ウ
ゴ
ネ
ン
ピ
ヨ
ウ
綴
妙
公
御
年
表

三
加
。
撰
者
不
詳
で
あ
右
が
、
高
徳
公
御
年
表
及
び

瑞
龍
公
御
年
表
と
共
に
亦
有
得
点
廠
で
あ
ら
う
。
包

し
記
載
は
殴
長
十
九
年
ま
で
し
か
な
い
。

ミ

εヨ
ウ
コ
ウ
ゴ
ハ
ツ
ゴ
創
刊
妙
公
御
遊
語
一

加
。
一
名
利
常
卿
御
夜
話
。
前
回
利
常
の
談
話
を
起

し
た
も
の
で
あ
る
。
語
審
の
名
は
ご
三
見
え
る
が
、

訴
し
い
と
思
は
れ
る
箇
傑
も
な
い
で
は
な
い
。
序
文

も
敏
文
も
な
く
、
著
者
も
明
ら
か
で
な
い
。

εミ
ヨ
ウ
ヨ
ウ
ヤ
ワ
ロ
タ
徳
妙
公
夜
話
銭

冊
。
一
名
微
妙
公
泊
事
別
集
。
事
保
九
年
山
本
基
蹄

者
。
前
回
利
常
に
仕
へ
た
諸
士
、
演
は
溺
見
し
た
町

人
の
物
締
に
よ
っ
て
、
俣
の
行
放
談
話
を
記
し
て
あ

る
。

ミ
ム
ラ
ヤ
マ
=
一
材
山
能
美
郡
東
荒
谷
の
部
務

か
ら
西
南
に
盤
る
山
。
高
さ
一
一
一
五
九
米
。
地
質
保

締
系
。
尾
添
・
東
荒
谷
・
深
淵
三
村
の
入
曾
な
る
が
放

に
名
づ
け
る
。
山
の
雨
に
兎
多
〈
、
兎
谷
の
名
が
あ

る。
ミ
ム
ロ
=
一
室
鹿
島
都
北
三
郷
之
内
中
山
郷
に

屈
す
る
郎
務
。
承
久
三
年
注
濯
の
能
管
凶
凶
数
日
録

に
、
『
三
宮
一
村
、
十
五
町
五
段
』
と
あ
る
も
の
で
あ

る
。
能
費
名
跡
志
に
は
、
『
嗣
捕
・
菅
野
・
聞
と
て
三
ヶ

腕
ヘ
別
れ
て
あ
る
村
也
。
此
稿
捕
よ
り
向
ひ
島
の
路

日
出
J
肪
へ
、
小
口
の
渡
り
と
て
宇
道
あ
り
。
舟
釘

一
人
に
三
分
宛
也
。
』
と
記
す
る
。

εモ
フ
イ
ヨ
モ
ン
水
毛
生
伊
余
円
初
名
伊
右

衛
門
。
石
川
郡
野
々
市
の
人
。
仁
侠
を
好
み
、
公
盆

を
録
す
を
喜
び
、
安
政
元
年
皆
様
民
の
・
郎
社
諏
訪
野

の
地
四
町
十
段
歩
を
開
墾
す
る
に
私
財
を
以
て
し
、

之
を
村
民
に
頒
つ
に
償
を
求
め
ず
、
叉
隣
邑
太
平
寺

の
開
裂
を
助
け
、
強
制
幽
の
法
を
改
め
、
桑
闘
を
奨
励

し
た
。
是
を
以
て
明
治
サ
二
年
勅
定
の
磁
授
畿
訟
を

賜
は
り
、
翌
年
六
月
十
近
日
七
十
七
践
を
以
て
残
し

た
。
伊
余
門
傍
ら
俳
句
を
好
み
、
消
可
亭
可
タ
と
脱

し
た
。

ミ

ヤ

宮

江

Mm郁
祐
部
に
臨
す
る
部
務
。
延
宮

式
紳
各
般
に
宮
村
崎
部
耐
枇
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
邑

名
は
廷
喜
以
前
か
ら
の
沓
名
で
あ
る
。
務
政
時
代
に

は
極
柴
寺
及
び
深
悶
の
出
村
で
あ
っ
た
。

εヤ
イ
ヌ
宮
犬
珠
洲
郡
木
郎
郷
に
臨
す
る
部

落
。

εヤ
ガ
ハ

宮
川
鹿
島
郡
能
登
部
下
領
翻
ヶ
谷
内

よ
り
流
出
し
、
問
領
で
濁
川
に
務
合
ふ
。
流
種
訴

O

O
米
強
制
。
良
川
の
部
務
で
良
川
白
山
祉
の
側
を
疏
れ

る
か
ら
宮
川
と
い
ひ
、
叉
そ
水
の
質
の
良
好
な
る
が

故
に
良
川
と
も
い
ふ
。

ミ
ヤ
ガ
ハ
キ
ユ
・
ワ
Z
モ
ン
宮
川
久
右
衛
門
初

め
て
前
凶
利
長
に
仕
へ
て
一
一
一
百
石
を
領
し
た
。
子
孫

務
に
悦
製
す
る
。

ミ
ヤ
ガ
ハ
タ
ダ
カ
ズ
宮
川
忠
和
活
抑
制
袈
助
。

金
様
の
人
。
聞
流
の
鋒
棋
を
.
石
黒
億
闘
に
感
び
、
文

化
二
年
そ
の
掲
げ
た
奉
額
は
、
も
と
野
町
制
明
枇
に

在
っ
た
。

ミ
ヤ
ギ
ウ
ネ
メ
ア
ゲ
チ
マ
チ
宮
城
采
女
上
地
町

金
棒
の
萄
町
名
。
箱
倍
程
に
、
=
一
位
宮

J

後
町
に
は

士
家
五
六
軒
あ
っ
て
、
も
と
宮
地
采
女
上
地
町
と
い

う
た
が
、
今
は
知
る
も
の
が
な
い
と
記
す
る
。

ミ
ヤ
ギ
ナ
ガ
ナ
リ
宮
按
長
成
逝
癖
采
女
。
旅

千
三
百
石
、
後
四
千
五
百
石
に
去
っ
た
O

元
利
元
年

大
坂
再
役
に
は
第
三
際
の
使
番
を
勤
め
、
間
山
口
に

櫨
功
が
あ
っ
た
。
賀
子
な
く
、
加
藤
石
見
の
ご
男
織

部
を
養
う
て
嗣
と
し
、
加
兵
衛
と
穏
せ
し
め
た
が
、

夫
折
し
て
一
た
び
断
絶
し
、
次
い
で
大
観
に
新
知
ご

百
石
を
賜
う
て
嗣
た
ら
し
め
た
が
之
も
亦
夫
折
し
、

覚
に
断
絶
し
た
。

ミ
ヤ
ケ
コ
ウ
三
宅
恒
闘
の
長
子
。
初
め
鍛
苦

と
縛
し
、
後
笛
一
と
股
め
た
。
脱
は

t・
粁
。
江
戸
に

往
き
て
文
を
古
賀
伺
路
に
、
簡
を
多
紀
元
墜
に
離
び
、

万
圭
を
以
て
識
と
し
た
が
、
晩
年
一
目
を
ゆ
す
る
を

以
て
之
を
泊
め
、
明
治
二
十
年
十
周
十
一
一
日
六
十
ご

践
を
以
て
間
伐
し
た
。
恒
徳
・
雄
ご
郎
ご
人
は
恒
の
子

で
あ
る
。

ミ
ヤ
ケ
ナ
ガ
モ
リ
三
宅
長
盛

タ
カ
祖
弁
紫
隆
。

ミ
ヤ
ケ
ノ
=
一
宅
野

↓
ヌ
ク
ヰ
カ
ゲ

能
美
郡
埴

mの
小
手
。
也

八
こ
六

倉
の
諮
稽
と
す
る
設
も
あ
る
。
高
治
元
年
十
周
十
一
一

目
前
田
利
常
が
小
松
城
だ
苑
じ
た
後
、
こ
&
で
茶
枇

し
、
今
も
そ
の
扱
壌
が
あ
る
。
蛍
の
光
に
、
目
明
野

は
昔
は
臆
い
郊
野
で
、
費
路
市
瓦
を
焼
い
た
こ
と
も

あ
る
。
安
永
入
年
頃
か
埴
田
村
の
十
村
が
移
住
し
て

か
ら
漸
〈
民
家
の
敏
を
増
し
、
原
野
は
畑
地
と
な
っ

た
と
記
す
る
。

εヤ
ケ
ホ
ゥ
=
一
宅
邦
部
は
邦
、
迦
稽
叉
太
郎
、

宗
は
元
興
、
橘
悶
・
威
如
蹄
・
不
知
老
粛
の
観
が
あ

る
0
.石
川
郡
松
任
の
人
。
幼
に
し
て
頴
敏
、
十
三
以

詩
賦
六
百
徐
首
を
成
し
た
。
後
京
闘
に
出
で
、
皆
川

浪
闘
に
師
事
し
、
迭
に
聴
を
諮
れ
て
諾
生
に
教
へ
、

文
政
ご
年
五
十
三
歳
で
夜
。
門
人
私
議
し
て
文
景
先

生
と
い
う
た
。
著
す
所
、
助
語
審
象
・
服
寧
欝
・
阿
遊

筆
股
・
都
港
漫
録
・
考
隠
録
・
塑
製
網
・
左
停
護
揮
・
左

閥
官
官
窓
・
斑
子
排
疑
・
翻
林
情
盟
・
橘
問
諮
文
等
が
あ

る。句
旬
、
ヤ
ケ
マ
ザ
E
F
号
=
一
宅
正
知
遇
穏
判
太
夫
・

平
太
左
衛
門
。
元
機
中
新
番
強
と
し
て
前
田
吉
徳
の

御
近
習
に
召
仕
は
れ
、
資
永
一
一
年
新
知
百
五
十
石
を

受
け
て
御
大
小
勝
に
列
し
、
亭
保
九
年
百
石
を
加
へ

奥
小
勝
横
目
に
進
み
、
次
第
に
昇
逃
し
て
御
先
弓
断

に
歪
り
、
究
保
元
年
十
ご
周
五
十
四
践
を
以
て
残
し

た。
ミ
ヤ
ケ
マ
ザ
ナ
ホ
=
一
宅
正
直
泊
稽
判
太
夫
・

継
左
衛
門
。
寛
保
元
年
尖
平
太
左
衛
門

E
知
の
治
知

二
百
去
十
右
を
裂
い
で
組
外
に
列
し
、
表
小
勝
・
定

番
御
番
頭
を
絡
、
明
利
八
年
ご
百
石
を
加
へ
、
後
定

番
顕
に
京
h
v
、
天
明
ご
年
ご
用
品
"
七
日
夜
し
た
。

εヤ
ケ
ム
ネ
タ
カ
=
一
宅
宗
陸
遁
稽
小
三
郎
。

能
鷲
誌
に
、
小
三
郎
は
七
尾
畠
山
氏
の
臣
で
、
宇
防

部
突
呑
城
に
民
り
、
天
正
中
に
設
帯
し
た
が
、
位
牌

は
同
地
の
常
椿
寺
に
在
る
。
叉
天
呑
，
宮
の
傍
に
蛍
後

'
l
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